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議案第１号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 人権擁護委員に下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市西坂田二丁目 

 氏 名 渡 邊   修（６５歳） 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第２号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市宮下 

 氏 名 内 海 孝 夫（７４歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第３号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市上 

 氏 名 宮 本 雅 之（５０歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第４号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市練木 

 氏 名 水 野 徳 子（６５歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第５号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市大井戸 

 氏 名 朝 生 良 重（７４歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第６号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市糸川 

 氏 名 笹 本 幸 恵（６２歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第７号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市鎌滝 

 氏 名 宇 野 真 弘（４６歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第８号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市日渡根 

 氏 名 石和田   勉（５９歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第９号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市東粟倉 

 氏 名 重 田 弘 已（６９歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１０号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市宿原 

 氏 名 小 泉 春 水（７０歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１１号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市山本 

 氏 名 露 崎 賢 治（５８歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１２号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市戸崎 

 氏 名 重 田 忠 男（７６歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１３号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市久留里大和田 

 氏 名 青 山 芳 久（７６歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１４号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市平山 

 氏 名 鈴 木   勝（７３歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１５号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 君津市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市香木原 

 氏 名 唐 鎌   渡（７２歳） 

  

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１６号 

 

   君津市久留里線代替交通基金条例の制定について 

 

 君津市久留里線代替交通基金条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

君津市久留里線代替交通基金を設置するため、新たに条例を制定しようとするものであ

る。 
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君津市条例第  号 

 

   君津市久留里線代替交通基金条例 

 

 （設置） 

第１条 本市は、久留里線（久留里・上総亀山間）の鉄道事業廃止により実施する代替交

通に要する経費の財源に充てるため、君津市久留里線代替交通基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰

り入れるものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 市長は、この条例の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の

全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１７号 

 

   君津市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

君津市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、条例の規定を整備するため、

君津市税条例（昭和４５年君津市条例第２７号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市税条例の一部を改正する条例 

 

君津市税条例(昭和４５年君津市条例第２７号)の一部を次のように改正する。 

第２４条の２第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」

に改める。 

第２８条第１項ただし書中「及び第２９条の３第１項」を「並びに第２９条の３第１項

及び第２項第４号」に改める。 

第２９条の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同じ。）

（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次

条第５項」に改める。 

第２９条の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支

払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下

この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等

支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなけれ

ばならない者 

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のを除く。）の支払を受ける第１３条第１項第１号に掲げる者であって、特定配偶者

（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。

次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第４８条に規定する退職手当等

に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する

者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所

得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 
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(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のに限る。）の支払を受ける第１３条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を受

けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の

前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）で

あって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親

族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所

得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第２９条の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第

４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７条の

３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第

３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申

告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又はそ

の他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり

親に該当する場合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第６９条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２０万円」を削

り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

附則第３条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第４条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７年」を「令

和１２年」に改める。 

附則第４条の４中「又は附則第１４条の３第１項」を「、附則第１４条の２の２第１項

又は附則第１４条の３第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項

又は第４項」に改める。 

附則第６条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又は第
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４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第１２条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の２第６項」

に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同条に次の

１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時にお

いて地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都

市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域

内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第１４条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１４条の２の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の

２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、

譲渡所得及び雑所得については、第１８条第１項及び第２項並びに第２１条の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所

得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下この

項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産

に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規

定により読み替えて適用される第２０条の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第２０条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第１４条の２の２第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

(2) 第２４条から第２５条まで、第２５条の２第１項、附則第４条第１項及び附則第４
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条の３第１項の規定の適用については、第２４条中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第１４条の２の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第

２４条の２第１項前段、第２５条、第２５条の２第１項、附則第４条第１項及び附則

第４条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１４条の２

の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１４条の２の２第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

(3) 第２６条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第１４条の２の２第１項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しく

は附則第１４条の２の２第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

(4) 附則第５条の２の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第１４条の２の２第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１４条の２の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２８条第１項ただし書、第２９条の２及び第２９条の３の改正規定並びに附則第

３条の改正規定及び附則第４条の３第１項の改正規定並びに次条第１項及び第２項の

規定 令和９年１月１日 

(2) 第６９条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日 

(3) 第２４条の２第２項の改正規定並びに附則第４条の４の改正規定（「附則第５条の

６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、附則第

６条の２の改正規定及び附則第１２条の２の改正規定並びに次条第４項の規定 令和

１０年１月１日 

(4) 附則第４条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第１４条の

２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品取引法

及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の
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日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の君津市税条例（以下「新条例」という。）第２９条の３

第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべ

き公的年金等について提出する新条例第２９条の３第１項の規定による申告書について

適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前

の君津市税条例第２９条の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例によ

る。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の君津市税条例附則第４条の３第１項及び第２

項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部

を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」と

いう。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する

居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既

存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第

１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既

存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築

等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋と

みなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は

当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第

１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定

する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に

供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法

第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同

条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に

規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条

第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含

む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第

１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定

住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の
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定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の君津市税条例附則第４条の４の規定は、同号

に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」という。）の

属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号施行日の属する

年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１２条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第３号

に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１２条の２第１項の土地等の譲渡につ

いて適用する。 

５ 新条例附則第１４条の２の２の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第６９条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 
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議案第１８号 

 

   君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第４０号）の施行等に

伴い、本市の基幹業務システムを同法に基づく標準準拠システムに移行するに当たり、固

定資産税に係る証明書発行の事務取扱いを変更するため、君津市手数料徴収条例（平成 

１２年君津市条例第５号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の４１の項中「土地」を「土地及び家屋」に改め、同表４２の項中「家屋」を

「償却資産」に改める。 

別表第２備考１中「それぞれ」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において、規則で定める日か

ら施行する。 
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議案第１９号 

 

   君津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、条例の規定を整理す

るため、君津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年君津市条例第２１号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 

 君津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年君津市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６号を次のように改める。 

(6) 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保

育事業（同項第３号に掲げる事業を除く。）をいう。 

第２条第６号の次に次の１号を加える 

(6)の２ 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する

小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をいう。 

第２条第１１号の次に次の３号を加える。 

(11)の２ 教育認定子ども 法第２７条第１項に規定する教育認定子どもをいう。 

(11)の３ 満３歳以上保育認定子ども 法第２７条第１項に規定する満３歳以上保育認

定子どもをいう。 

(11)の４ 保育認定子ども 法第２９条第２項に規定する保育認定子どもをいう。 

第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「同条第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども又は

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）」に改める。 

第７条第２項中「法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

第９条第１項中「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」に改める。 

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号ア(ｲ)中「法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳

以上保育認定子ども」に改め、同号イ中「以下イ」を「以下このイ」に改め、同号イ(ｱ)

中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」
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を「教育認定子ども」に改め、同号イ(ｲ)中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改める。 

第２５条中「幼稚園」を「学校教育法第１条に規定する幼稚園」に、「学校教育法」を

「同法」に改める。 

第３５条第１項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」

に、「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を

「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども

又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第２号」に、「同条第４

項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」

を「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、

「同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」

を「同号イ(ｲ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定子ども」

に改める。 

第３６条第１項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満３

歳以上保育認定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「「利用している同号」

とあるのは「利用している同条第１号又は第２号」と、「特定教育・保育施設の同号」と

あるのは「特定教育・保育施設の同条第１号」と、」を「「教育認定子どもの総数」とあ

るのは「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、」に、「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３

号イ(ｱ)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号イ(ｲ)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同号イ(ｲ)中「満３
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歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定子ども」に改める。 

第３７条第１項中「第２８条」を「第２７条」に、「第３１条」を「第２７条」に、

「第３３条」を「第２７条」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定小規模保

育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各号に掲げる地域型保育事業

の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、

満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもとに区分して

定めるものとする。 

(1) 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第１９

条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

(2) 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満小学校就

学前子どもに係る利用定員及びその他の法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員 

第３７条に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満３歳以上

限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員を定めるものとする。 

第３９条第２項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業

者を除く。）」を、「この章」の次に「（第４３条第１項を除く。）」を加え、同条第４

項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次

の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利用の申込

みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所

を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の

同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、

教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。 

第４０条第２項及び第４１条中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に
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改める。 

第４２条第１項第１号中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、

同項第３号中「特定地域型保育事業者により特定地域型保育」を「特定地域型保育事業者

（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項、第７項、第１１項及び第１２項にお

いて同じ。）により特定地域型保育（満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項、第７項

及び第１２項において同じ。）」に、「小学校就学前子ども」を「法第１９条第３号に掲

げる小学校就学前子ども」に改め、「以下この号及び」を削り、同条第７項各号列記以外

の部分中「ものに限る。）」の次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」

を加え、同条中第１１項を第１２項とし、第８項から第１０項までを１項ずつ繰り下げ、

第７項の次に次の１項を加える。 

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、第１項の規

定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３号に係る連携協力を求めること

を要しない。 

第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を加える。 

第４６条第７号中「第３９条第２項」の次に「及び第３項」を加える。 

第４７条第１項及び第２項ただし書並びに第４９条第２項中「満３歳未満保育認定子ど

も」を「保育認定子ども」に改める。 

第５０条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども」を

「教育認定子ども」に、「第１２条の見出し中「特定教育・保育」とあるのは「地域型保

育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費等」とあるのは「地域型保育給付費等」と、

同条第１項」を「第１４条第１項」に改め、「地域型保育給付費」」の次に「と、第２５

条中「各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定

こども園法第２７条の２第１項各号、学校教育法第１条に規定する幼稚園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、同法第２８条第２項において準用する認定こども園法第

２７条の２第１項各号）」とあるのは「各号」」を加える。 

第５１条の見出しを削り、同条の前に次の見出しを付する。 

 （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業

者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法第１９条第１号に掲げる小学校就
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学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第

２項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの数」を「教育認定子ども」に、「次条第１項」を「第５２条第１項」に、「法第 

１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満

３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「次条第３項」の次に「及び第５２条第

３項」を加え、「第４０条第２項」を「第３７条第３項、第３９条第３項及び第４０条第

２項」に、「次条第３項」を「第５２条第３項」に改め、「以下この章」の次に「（第 

４３条第１項を除く。）」を加え、「同条第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども（」を「教育認定子ども及び満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、」に、「法第１９条第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、

「同条第３号」を「法第１９条第３号」に改め、「第４３条第１項中「教育・保育給付認

定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」を加え、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

第５１条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下こ

の条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、

法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、第３７条第３項の規定により定められ

た利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育

給付費を、それぞれ含むものとして、この章（第３７条第２項、第３９条第２項及び第

４０条第２項を除き、第５０条において準用する第８条、第９条、第１１条、第１２条、

第１４条、第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。）の規定

を適用する。この場合において、第３９条第３項中「第１９条第２号」とあるのは「第

１９条第１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満

３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第１９条第２号」と、「教育・
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保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあ

るのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条第

１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者に限る。）」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育

の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第

２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるもの

を除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

第５２条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業

者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改

め、同条第２項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項」を「満３歳未満保育認

定子ども（第５１条第１項」に、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「第４３条

第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）」を加え、「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「令

第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう」を「特定満３歳以上保

育認定子どもを除く」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （改正法附則第６条第３項の条例で定める日） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）第６条第３項の条例で
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定める日は、本条例の公布の日の前日とする。 
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議案第２０号 

 

   君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例の制定について 

 

 君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い、条例の規定を整理するため、君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２６年君津市条例第２２号）及び君津市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（令和６年君津市条例第

１８号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例 

 

 （君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

君津市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「又は第１２項第２号」を「若しくは第１２項第２号」に改め、「場合」の

次に「又は同条第１０項第３号の規定に基づき保育を必要とする児童であって満３歳以

上のものについて保育を行う場合」を加える。 

第６条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に掲げる事業（以下

「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以下「満３歳以上限定小

規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）」を加え、

同項第３号中「家庭的保育事業者等」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除

く。第６項及び第７項において同じ。）」を加え、同条第７項各号列記以外の部分中

「ものに限る。）」の次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加え

る。 

第１３条を次のように改める。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１３条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において準用する法第２１

条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年

法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条におい

て同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保

護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、

支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）

に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の

必要な措置を講じなければならない。 

第１８条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者にあって
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は、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。 

第２７条中「小規模保育事業Ｂ型」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除

く。）」を、「小規模保育事業Ｃ型」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除

く。）」を加える。 

第２９条第１項中「次項」の次に「、第４項及び第５項」を加え、同条第２項第３号

中「第６条の３第１０項第２号」の次に「又は第３号」を加え、同条第３項中「保健師、

看護師又は准看護師」を「保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）」

に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に 

勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和 

２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院におい

て、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者

であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有

すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者で

あって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいず

れかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法

士等」という。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定

理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士による

支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 

第３１条第１項中「次項」の次に「、第４項及び第５項」を加え、同条第３項中

「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤

務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当

該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に
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は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 

第３２条中「、同条第４号中「次号」とあるのは「第３２条において準用する第２８

条第５号」と」を削る。 

第３５条中「第６条の３第１０項」を「法第６条の３第１０項第１号」に改める。 

第４４条第１項中「次項」の次に「、第４項及び第５項」を加え、同条第３項中「保

健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただ

し、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育

士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

第４７条第１項中「次項」の次に「、第４項及び第５項」を加え、同条第３項中

「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業

所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただ

し、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事

業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の保育

士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

第４８条中「と、同条第４号中「次号」とあるのは「第４８条において準用する第 

２８条第５号」」を削る。 

附則第４項中「家庭的保育事業者等（」の次に「満３歳以上限定小規模保育事業者及

び」を加える。 
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 （君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の一部改正） 

第２条 君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例（令和６年君津市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「含む。」の次に「次項において同じ。」を加え、「当分の間、君津市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条

第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定」を「令和１０年３月３１日までの

間、君津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（次項において

「家庭的保育事業等基準条例」という。）第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条

第２項及び第４７条第２項の規定（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供

する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。以下この項において同じ。）」に

改め、「次項」の次に「及び第４項」を加える。 

附則第３項中「前項」を「前２項」に改め、同項を第４項とし、第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれが

あるときは、当分の間、家庭的保育事業等基準条例第２９条第２項、第３１条第２

項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定（満４歳以上の児童に対し保育を提

供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。以下この項において同じ。）

は、適用しない。この場合において、令和６年改正前条例第２９条第２項、第３１

条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定は、この条例の施行の日以後

においても、なおその効力を有する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第１３条の改正規定は、令和

８年１２月２５日から施行する。 

 （改正法附則第３条第４項の条例で定める日） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）第３条第４項の条例で

定める日は、本条例の公布の日の前日とする。 
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議案第２１号 

 

   君津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

 君津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）の一部改

正に伴い、条例の規定を整理するため、君津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（令和７年君津市条例第３５号）の一部を改正しようとするものであ

る。 
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君津市条例第  号 

 

君津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 君津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年君津市

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第９条の見出し、同条、第１０条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」

を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第１３条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を

「乳児等通園支援事業所」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１３条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項において準用する法第

２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教

育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年

法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において

同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護す

るため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、

継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪

事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を

講じなければならない。 

第１６条第６号を次のように改める。 

(6) 利用定員 

第１６条第７号中「、終了」を「及び終了」に、「及び利用」を「その他の利用」に改

める。 

第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第２０条第３項中「。以下「認定こども園法」という。」を削り、「事業に係る利用定

員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第

２９条第１項の確認において定める利用定員をいう。）」を加える。 

第２６条後段を削る。 
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第２７条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１３条の次に１条を加える改正規定は、

令和８年１２月２５日から施行する。 
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議案第２２号 

 

   君津市国保診療所に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

君津市国保診療所に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

国保松丘診療所について、業務時間を見直すため、君津市国保診療所に関する条例（昭

和５５年君津市条例第２４号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市国保診療所に関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市国保診療所に関する条例（昭和５５年君津市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。 

 第１２条第１項の表国保松丘診療所の項を次のように改める。 

国保松丘診療所 月曜日 

火曜日 

午前８時３０分から正午まで 

午後１時から午後５時まで 

水曜日 午後２時から午後５時まで 

木曜日 午前８時３０分から正午まで 

午後１時から午後７時３０分まで 

金曜日 午前８時３０分から午後２時まで 

附 則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

   君津市農業集落排水事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 君津市農業集落排水事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、条例の規定を整理するため、

君津市農業集落排水事業の設置等に関する条例（令和５年君津市条例第３１号）の一部を

改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市農業集落排水事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市農業集落排水事業の設置等に関する条例（令和５年君津市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第２４号 

 

   君津市森林体験交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 君津市森林体験交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するものとする。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

君津市木のふるさと文化センターの開館時間、休館日及び使用料を見直すため、君津市

森林体験交流センターの設置及び管理に関する条例（平成８年君津市条例第２号）の一部

を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市森林体験交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市森林体験交流センターの設置及び管理に関する条例（平成８年君津市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

第７条中「午前９時から午後５時」を「午前１０時から午後４時」に改める。 

第８条第１号中「月曜日」の次に「、水曜日」を加え、「翌日」を「日以後においてそ

の日に最も近い休日でない日」に改める。 

別表中 「２１ １，６ ８０円 」を「 ４６， ０００ 円」に 、「７ ３，４ ４０円 」を「 

１５，０００円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「３７０円」を「５００

円」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 市外に住所を有する者又は市外に所在する団体が使用する場合の使用料の額は、

この表に規定する使用料の額の５割増しとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第２５号 

 

   市有財産賃貸借契約の債務不履行に伴う和解について 

 

 市有財産賃貸借契約の債務不履行について、下記のとおり和解したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 債務不履行の状況 

  市有財産（旧蔵玉小学校、君津市蔵玉１０５２）賃貸借契約の賃借人について、令和

７年１１月１８日付けで破産手続開始が決定され、同年１２月５日付けで本契約が解除

されたが、本契約に係る賃料等債務及び原状回復義務等が履行されていない状況となっ

ている。 

２ 和解の相手方 千葉県千葉市中央区中央２丁目９番２０号 

         三利ビル８階 豊田・大杉総合法律事務所 

破産者 特定非営利活動法人日本ティンバーフレーム協会 

破産管財人 弁護士 大杉 洋平 

３ 和解の内容 

(1) 君津市と相手方は、本契約が解除されたこと及び本物件が和解成立をもって破産者

から君津市に明け渡されたことを相互に確認する。 

(2) 相手方は、和解成立日に本物件に残置された破産者が所有するすべての動産に対し

て、その管理及び処分する権利を放棄し、君津市がこれを自由に使用、収益、処分す

ることを認める。 

(3) 君津市と相手方は、３(1)及び(2)の内容により、本契約に基づく双方の義務の履行

が完了となること、及び今後互いに対して、何らの金銭等の請求をしないことを相互

に確認する。 

(4) 君津市と相手方は、本契約に関し、和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務

関係のないことを相互に確認する。 
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令和８年６月８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第２６号 

 

   君津市税条例の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求めることについ

て 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                   君津市長 石 井 宏 子  

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴い、君津市税条例

（昭和４５年君津市条例第２７号）の一部を改正する必要が生じ、特に緊急を要するため

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、同条例の一部を改正する条

例を令和８年３月３１日専決処分したので報告し、承認を求めようとするものである。 
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○写  
 

   専  決  処  分  書  

 

君津市税条例の一部を改正する条例について、特に緊急を要するため議会を招集する時

間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。  

 

  令和８年３月３１日  

 

君津市長 石 井 宏 子  

 

記  

 

専決第２号  

 君津市税条例の一部を改正する条例  
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君津市条例第１５号 

 

君津市税条例の一部を改正する条例 

 

 君津市税条例（昭和４５年君津市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第１０条中「、第８７条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第８７条の６

第１項の申告書、」を削る。 

 第１８条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「という。） 

」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

 第８６条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

 第８６条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を

「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、

同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とす

る。 

 第８７条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

 第８７条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第４項

を削る。 

 第８７条の３から第８７条の８までを削る。 

 第８８条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第９１条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第９２条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を

「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改め、同条第２

項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改める。 

 第９３条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第９４条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 
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 第９５条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「軽自

動車税」に改める。 

 第９６条第２項中「第８６条第３項ただし書」を「第８６条第２項ただし書」に、「種

別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 附則第４条の３の前の見出し及び同条を削る。 

 附則第４条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条

第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは 

」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同

条第２項中「附則第４条の３の２第１項」を「附則第４条の３第１項」に改め、同条を附

則第４条の３とする。 

 附則第４条の５第１項及び附則第４条の８中「、附則第４条の３の２第１項」を「、附

則第４条の３第１項」に改める。 

 附則第５条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、附則

第４条の３の２第１項」を削る。 

 附則第７条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」に改め、

同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」に改め、同条第５項

中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に改め、同条第６

項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２号」に改め、同条第

７項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、同条

第８項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同

条第９項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、

同条第１０項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」

に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第１号

ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条

第１２項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、

「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」

を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第 

１４項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に、「７分

の６」を「５分の３」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附
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則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第１６項中

「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３ 

」を「３分の２」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第

１５条第２４項第４号」に改め、同条第１８項から第２０項までを削り、同条第２１項中

「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１８項と 

し、同条第２２項中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項

を同条第１９項とし、同条第２３項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５

項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２４項中「附則第１５条第３７項」を「附

則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２５項中「附則第１５条

第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２２項とし、同条第２６項

中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第２３項と

し、同条中第２７項を第２４項とし、第２８項を第２５項とし、同条に次の１項を加え 

る。 

２６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１と

する。 

 附則第７条の３第７項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改 

め、同条第８項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、

同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第９項

第５号及び第１１項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改

め、同条第１４項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条

第１５項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第

１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設で

ある」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）

第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を

含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物

特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改め

る。 
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 (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定

する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 附則第１０条の１１から第１０条の１５までを削る。 

 附則第１１条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３項に規

定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」

を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令

和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、

「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、

「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両

番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」

を削り、同条第４項を削る。 

 附則第１１条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、

「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削

る。 

 附則第１１条の３第３項第２号、第１１条の４第３項第２号及び第１２条第３項第２号

中「、附則第４条の３第１項及び附則第４条の３の２第１項」を「及び附則第４条の３第

１項」に改める。 

 附則第１２条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

 附則第１３条第５項第２号、第１４条第２項第２号及び第１４条の３第２項第２号中「 

、附則第４条の３第１項及び附則第４条の３の２第１項」を「及び附則第４条の３第１項 

」に改める。 

 附則第１４条の４第２項第２号及び第５項第２号、第１４条の５第２項第２号及び第５

項第２号中「、第４条の３第１項及び第４条の３の２第１項」を「及び第４条の３第１項 

」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 
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第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の君津市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（ 

昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に

規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１

項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 (軽自動車税に関する経過措置) 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車

税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 （君津市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 君津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年君津市条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第５条中「の種別割」を削る。 



- 91 - 

議案第２７号 

 

   君津市都市計画税条例の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求めるこ

とについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                         君津市長 石 井 宏 子  

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴い、君津市都市計

画税条例（昭和４６年君津市条例第３号）の一部を改正する必要が生じ、特に緊急を要す

るため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、同条例の一部を改正

する条例を令和８年３月３１日専決処分したので報告し、承認を求めようとするものであ

る。 
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○写  
 

   専  決  処  分  書  

 

君津市都市計画税条例の一部を改正する条例について、特に緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。  

 

  令和８年３月３１日  

 

君津市長 石 井 宏 子  

 

記  

 

専決第３号  

 君津市都市計画税条例の一部を改正する条例  
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君津市条例第１６号 

 

君津市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 君津市都市計画税条例（昭和４６年君津市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１５項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、

第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項」

を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２３項、第２６項、第 

３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項」に改める。 

 附則第１８項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３

項」に改める。 

 附則第１９項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１

項」に改める。 

 附則第２０項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５

項」に改める。 

 附則第２１項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６

項」に改める。 

 附則第２２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０ 

項」に改める。 

 附則第２３項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、

同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条

第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成

２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であ 

る」を「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）附則第７条の２第１項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基

準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定す

る同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合す

る」に改め、同項第３号を次のように改める。 
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 (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定

する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 附則第２３項を第２４項とし、第２２項の次に次の１項を加える。 

 （法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

２３ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１と 

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の君津市都市計画税条例の規定は、

令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税

については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項

に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例

による。 
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議案第２８号 

 

   君津市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求

めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                         君津市長 石 井 宏 子  

 

提案理由 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第８３号）等の公布に伴い、君

津市国民健康保険税条例（昭和４６年君津市条例第７２号）及び君津市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例（令和８年君津市条例第８号）の一部を改正する必要が生じ、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、君津市

国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を令和８年３月３１日専決処分したので報告

し、承認を求めようとするものである。 
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○写  
 

   専  決  処  分  書  

 

君津市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について、特に緊急を要するため議

会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。  

 

  令和８年３月３１日  

 

君津市長 石 井 宏 子  

 

記  

 

専決第４号  

 君津市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例  
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君津市条例第１７号 

 

君津市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

 

 （君津市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 君津市国民健康保険税条例（昭和４６年君津市条例第７２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

  第２２条第１項各号列記以外の部分中「６６万円」を「６７万円」に、「並びに」を

「、」に改め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納

付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を

超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号に次のように加える。 

   オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

１，２６０円 

   カ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ７０円 

  第２２条第１項第２号中「３０万５千円」を「３１万円」に改め、同号に次のように

加える。 

   オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について  

９００円 

   カ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ５０円 

  第２２条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次のように加え

る。 

   オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について  
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３６０円 

   カ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ２０円 

  第２２条第２項に次の１号を加える。 

  (3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

   ア 前項第１号オに規定する金額を減額した世帯 ２７０円 

イ 前項第２号オに規定する金額を減額した世帯 ４５０円 

ウ 前項第３号オに規定する金額を減額した世帯 ７２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ９００円 

  第２２条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均等

割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第２４条の

３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

(7) 出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保

険者につき第１０条の２の規定により算定した当該年度の所得割額の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

(8) 出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 当該

出産被保険者につき第１０条の３の規定により算定した当該年度の被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等

割額 当該出産被保険者につき第１０条の４の規定により算定した当該年度の１８

歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する場合にあっては、その

減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

  第２２条に次の１項を加える。 

４ 当該年度において、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する
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日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」とい

う。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につ

き算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、

当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

 （君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年君津市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条に１項を加える改正規定を次のように改める。 

  第２条に次の１項を加える。 

 ５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、

当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下

「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以 

下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、

加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、

３万円とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は公布の日から

施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の君津市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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報告第１号  

 

令和７年度君津市一般会計予算継続費繰越計算書について 

 

 令和７年度君津市一般会計予算継続費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により報告する。  

 

  令和８年６月８日提出  

 

                           君津市長 石 井 宏 子  
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報告第２号  

 

令和７年度君津市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和７年度君津市一般会計予算繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。  

 

  令和８年６月８日提出  

 

                         君津市長 石 井 宏 子  
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,
3
7
2
,
0
0
0

5
9
,
3
7
2
,
0
0
0

0
0

4
7
,
4
0
0
,
0
0
0

0
1
1
,
9
7
2
,
0
0
0

３
　

民
生

費
２

　
児

童
福

祉
費

物
価

高
対

応
子

育
て

応
援

手
当

支
給

事
業

3
,
4
6
5
,
0
0
0

3
,
4
6
5
,
0
0
0

0
4
6
5
,
0
0
0

0
0

3
,
0
0
0
,
0
0
0

４
　

衛
生

費
１

　
保

健
衛

生
費

き
み

さ
ら

ず
聖

苑
整

備
運

営
事

業
負

担
金

4
8
6
,
0
0
0

4
8
6
,
0
0
0

0
0

0
0

4
8
6
,
0
0
0

６
　

農
林

水
産

　
　

業
費

１
　

農
業

費
小

規
模

土
地

改
良

事
業

補
助

金
6
0
0
,
0
0
0

6
0
0
,
0
0
0

0
0

0
0

6
0
0
,
0
0
0

６
　

農
林

水
産

　
　

業
費

２
　

林
業

費
小

規
模

治
山

緊
急

整
備

事
業

4
,
8
5
1
,
0
0
0

4
,
3
0
0
,
0
0
0

0
1
,
5
9
8
,
0
0
0

0
0

2
,
7
0
2
,
0
0
0

８
　

土
木

費
２

　
道

路
橋

梁
費

道
路

新
設

改
良

工
事

貞
元

、
休

場
線

道
路

改
良

（
貞

元
地

先
）

1
,
5
0
0
,
0
0
0

3
2
8
,
0
0
0

0
0

0
0

3
2
8
,
0
0
0

８
　

土
木

費
２

　
道

路
橋

梁
費

道
路

新
設

改
良

工
事

４
号

幹
線

歩
道

整
備

（
宮

下
～

大
山

野
地

先
）

2
,
2
0
0
,
0
0
0

2
,
2
0
0
,
0
0
0

0
1
,
1
0
0
,
0
0
0

8
0
0
,
0
0
0

0
3
0
0
,
0
0
0

８
　

土
木

費
２

　
道

路
橋

梁
費

歩
道

整
備

事
業

８
号

環
線

（
大

山
野

～
小

山
野

地
先

）
8
,
3
5
5
,
0
0
0

6
,
5
5
1
,
0
0
0

0
3
,
0
4
1
,
0
0
0

2
,
2
0
0
,
0
0
0

0
1
,
3
1
0
,
0
0
0
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款
項

事
業

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額
既

収
入

特
定

財
源

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

左
の

財
源

内
訳

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

８
　

土
木

費
２

　
道

路
橋

梁
費

橋
梁

長
寿

命
化

事
業

1
0
9
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
8
,
6
0
4
,
0
0
0

0
5
0
,
8
8
5
,
0
0
0

3
7
,
4
0
0
,
0
0
0

0
2
0
,
3
1
9
,
0
0
0

９
　

消
防

費
１

　
消

防
費

消
防

庁
舎

等
管

理
費

1
,
0
5
6
,
0
0
0

1
,
0
5
6
,
0
0
0

0
0

0
0

1
,
0
5
6
,
0
0
0

９
　

消
防

費
１

　
消

防
費

消
防

水
利

整
備

事
業

3
7
,
5
1
0
,
0
0
0

3
7
,
5
1
0
,
0
0
0

0
0

3
6
,
4
0
0
,
0
0
0

0
1
,
1
1
0
,
0
0
0

１
０

　
教

育
費

４
　

社
会

教
育

費
公

民
館

等
再

整
備

事
業

2
2
1
,
3
2
0
,
0
0
0

1
3
3
,
3
2
0
,
0
0
0

0
0

1
1
9
,
9
0
0
,
0
0
0

0
1
3
,
4
2
0
,
0
0
0

１
１

　
災

害
復

　
　

　
旧

費

１
　

農
林

水
産

業
　

　
施

設
災

害
復

　
　

旧
費

農
業

施
設

災
害

復
旧

事
業

2
1
,
0
0
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

3
,
2
0
0
,
0
0
0

0
3
,
8
0
0
,
0
0
0

１
１

　
災

害
復

　
　

　
旧

費

１
　

農
林

水
産

業
　

　
施

設
災

害
復

　
　

旧
費

林
業

施
設

災
害

復
旧

事
業

6
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
6
7
0
,
0
0
0

0
0

2
,
3
0
0
,
0
0
0

0
1
,
3
7
0
,
0
0
0

１
１

　
災

害
復

　
　

　
旧

費
２

　
土

木
施

設
災

　
　

害
復

旧
費

公
園

施
設

災
害

復
旧

事
業

5
,
0
0
0
,
0
0
0

4
,
7
6
3
,
0
0
0

0
0

0
0

4
,
7
6
3
,
0
0
0
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報告第３号  

 

令和７年度君津市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について 

 

 令和７年度君津市一般会計予算事故繰越しに係る歳出予算は、別紙のとおり翌年度に繰

り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において

準用する同令第１４６条第２項の規定により報告する。  

 

  令和８年６月８日提出  

 

                         君津市長 石 井 宏 子  

 

 



（
単

位
：

円
）

款
項

事
業

名

国
県
支
出
金

地
方
債

８
　

土
木

費
２

　
道

路
橋

梁
費

道
路

新
設

改
良

工
事

４
号

幹
線

歩
道

整
備

（
宮

下
～

大
山

野
地

先
）

2
9
,
9
5
0
,
1
0
0

7
,
8
9
6
,
0
0
0

2
2
,
0
5
4
,
1
0
0

0
2
2
,
0
5
4
,
1
0
0

0
1
0
,
8
9
8
,
0
0
0

8
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
1
5
6
,
1
0
0

４
号

幹
線

の
歩

道
整

備
に

要
す

る
経

費
〈

理
由

〉
本

事
業

施
工

現
場

の
近

隣
で

吹
付

法
面

の
崩

落
が

あ
り

、
被

災
箇

所
の

応
急

対
策

を
優

先
し

、
本

事
業

を
一

時
中

断
す

る
こ

と
に

な
り

、
不

測
の

日
数

を
要

し
た

た
め

。
〈

進
捗

状
況

〉
令

和
８

年
６

月
完

了
予

定

８
　

土
木

費
２

　
道

路
橋

梁
費

橋
梁

長
寿

命
化

事
業

1
6
6
,
6
6
6
,
5
0
0

4
7
,
5
7
5
,
0
0
0

1
1
9
,
0
9
1
,
5
0
0

0
1
1
9
,
0
9
1
,
5
0
0

3
9
,
5
0
0
,
0
0
0

6
0
,
0
9
4
,
5
5
0

4
,
6
0
0
,
0
0
0

1
4
,
8
9
6
,
9
5
0

浜
大

津
橋

の
橋

梁
整

備
に

要
す

る
経

費
〈

理
由

〉
上

部
工

架
替

工
事

（
架

設
工

）
に

お
い

て
、

工
法

の
見

直
し

等
で

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め
。

〈
進

捗
状

況
〉

令
和

８
年

４
月

完
了

令
和

７
年

度
君

津
市

一
般

会
計

予
算

事
故

繰
越

し
繰

越
計

算
書

支
出

負
担

行
 
為

 
額

左
 
の

 
内

 
訳

 
支

出
負

担
行

　
　

為
予

 
定

 
額

翌
 
年

 
度

繰
 
越

 
額

左
 
の

 
財

 
源

 
内

 
訳

説
　

　
明

支
出
済
額

支
 
 出

未
済
額

既
 収

 
入

特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源
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報告第４号  

 

君津市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更について 

 

 君津市新型インフルエンザ等対策行動計画を変更したので、新型インフルエンザ等対策

特別措置法（平成２４年法律第３１号）第８条第８項の規定において準用する同条第６項

の規定により別冊のとおり報告する。  

 

  令和８年６月８日提出  

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

  



- 121 - 

報告第５号  

 

市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、市が出資

又は債務を負担している法人の経営状況を別冊のとおり報告する。  

 

  令和８年６月８日提出  

 

                           君津市長 石 井 宏 子  


